
 

瀬戸市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２３年６月３０日 

瀬戸市長 増 岡 錦 也  

瀬戸市条例第７号 

瀬戸市市税条例の一部を改正する条例 

瀬戸市市税条例（昭和４０年瀬戸市条例第６号）の一部を次のように改

正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

   附 則    附 則 

（東日本大震災に係る雑損控除額等の特例）  

第７条の２の１１ 所得割の納税義務者の選択に

より、法附則第４２条第３項に規定する特例損

失金額（以下この条において「特例損失金額」

という。）については、平成２２年において生

じた法第３１４条の２第１項第１号に規定する

損失の金額として、この条例の規定を適用する

ことができる。この場合において、第１３条の

２の規定により控除された金額に係る当該特例

損失金額は、その者の平成２４年度以後の年度

分の市民税に係るこの条例の規定の適用につい

ては、平成２３年において生じなかったものと

みなす。 

 

２ 前項の規定の適用を受けた所得割の納税義務

者の同項の規定により適用される第１３条の２

の規定により控除された金額に係る特例損失金

額が平成２４年以後の各年において生じたもの

である場合における前項の規定の適用について

は、同項中「平成２３年」とあるのは、「当該

特例損失金額が生じた年」とする。 

 



 

３ 第１項前段の場合において、第１３条の２の

規定により控除された金額に係る特例損失金額

のうちに、同項の規定の適用を受けた者と生計

を一にする令第４８条の６第１項に規定する親

族の有する法附則第４２条第３項に規定する資

産について受けた損失の金額（以下この条にお

いて「親族資産損失額」という。）があるとき

は、当該親族資産損失額は、当該親族の平成２

４年度以後の年度分の市民税に係るこの条例の

規定の適用については、平成２３年において生

じなかったものとみなす。 

 

４ 第１項の規定の適用を受けた所得割の納税義

務者の同項の規定により適用される第１３条の

２の規定により控除された金額に係る親族資産

損失額が平成２４年以後の各年において生じた

ものである場合における前項の規定の適用につ

いては、同項中「平成２３年」とあるのは、

「当該親族資産損失額が生じた年」とする。 

 

５ 第１項の規定は、平成２３年度分の第１９条

第１項又は第３項の規定による申告書（その提

出期限後において市民税の納税通知書が送達さ

れる時までに提出されたもの及びその時までに

提出された第２０条第１項の確定申告書を含

む。）に第１項の規定の適用を受けようとする

旨の記載がある場合（これらの申告書にその記

載がないことについてやむを得ない理由がある

と市長が認める場合を含む。）に限り、適用す

る。 

 

（東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控

除の適用期限の特例） 

 

第７条の２の１２ 所得割の納税義務者が前年分

の所得税につき東日本大震災の被災者等に係る

国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成２

３年法律第２９号）第１３条第１項の規定の適

用を受けた場合における附則第５条の２の８及

 



 

び附則第５条の２の８の２の規定の適用につい

ては、附則第５条の２の８第１項中「租税特別

措置法第４１条又は第４１条の２の２」とある

のは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係

法律の臨時特例に関する法律（平成２３年法律

第２９号）第１３条第１項の規定により読み替

えて適用される租税特別措置法第４１条又は同

項の規定により適用される租税特別措置法第４

１条の２の２」と、「法附則第５条の４第６

項」とあるのは「法附則第４５条第２項の規定

により読み替えて適用される法附則第５条の４

第６項」と、附則第５条の２の８の２第１項中

「租税特別措置法第４１条又は第４１条の２の

２」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係

る国税関係法律の臨時特例に関する法律第１３

条第１項の規定により読み替えて適用される租

税特別措置法第４１条又は同項の規定により適

用される租税特別措置法第４１条の２の２」

と、「法附則第５条の４の２第５項」とあるの

は「法附則第４５条第２項の規定により読み替

えて適用される法附則第５条の４の２第５項」

と、同条第２項第２号中「租税特別措置法第４

１条の２の２」とあるのは「東日本大震災の被

災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する

法律第１３条第１項の規定により適用される租

税特別措置法第４１条の２の２」とする。 
  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第７条の２の１２を

加える改正規定は、平成２４年１月１日から施行する。 


